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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）と、脂肪族炭化水素、フッ素を除くハロゲン化脂
肪族炭化水素、芳香族炭化水素及びフッ素を除くハロゲン化芳香族炭化水素からなる群よ
り選ばれる少なくとも１種の非フッ素化炭化水素（Ｂ）とを有する混合媒体、並びに 下
記（１）、（２）、（３）式で示されるルイス酸触媒から選ばれる少なくとも１種の化合
物からなるルイス酸触媒組成物。
　　　（Ｒｆ１ＳＯ3）n1Ｍ１　　　　　　　　　　（１）
　　　［（Ｒｆ２ＳＯ2）2Ｎ］n2Ｍ２　　　　　　　（２）
　　　［（Ｒｆ３ＳＯ2）3Ｃ］n3Ｍ３　　　　　　　（３）
（式中、Ｒｆ１、Ｒｆ２、Ｒｆ３は炭素数２以上のパーフルオロアルキル基を示し、Ｍ１
、Ｍ２、Ｍ３は希土類元素を示し、ｎ１、ｎ２、ｎ３は、各々Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の原子価
に等しい整数値を示す。）
【請求項２】
　更に、少なくとも１種の求核性試薬を包含することを特徴とする請求項１のルイス酸触
媒組成物。
【請求項３】
　下記（１）、（２）、（３）式で示される少なくとも１種の化合物のルイス酸触媒を用
いる反応において、全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）と、脂肪族炭化水素、フッ素を
除くハロゲン化脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素及びフッ素を除くハロゲン化芳香族炭化
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水素からなる群より選ばれる少なくとも１種の非フッ素化炭化水素（Ｂ）とを有する混合
媒体を用いることを特徴とする反応方法。
　　　（Ｒｆ１ＳＯ3）n1Ｍ１　　　　　　　　（１）
　　　［（Ｒｆ２ＳＯ2）2Ｎ］n2Ｍ２　　　　　（２）
　　　［（Ｒｆ３ＳＯ2）3Ｃ］n3Ｍ３　　　　　（３）
（Ｒｆ１、Ｒｆ２、Ｒｆ３は炭素数２以上のパーフルオロアルキル基を示し、Ｍ１、Ｍ２
、Ｍ３は希土類元素を示し、ｎ１、ｎ２、ｎ３は、各々Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の原子価に等し
い整数値を示す。）
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、混合媒体を含むルイス酸触媒組成物さらには該ルイス酸触媒組成物を用いる反
応方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ルイス酸は有機化合物の合成の分野において、各種の酸触媒反応に使用されている。しか
しながら、ルイス酸触媒の使用には、反応系からの分離、回収、再利用に困難が伴い、工
業的実用性の面で問題がある。このような問題を解決するために、反応に用いた後の、ル
イス酸触媒の分離、回収方法が検討されてきた。その１つに、触媒の固定化方法が挙げら
れる。例えば、触媒を無機担体や、高分子に固定化する固定化触媒法による触媒の回収方
法が検討されている。
しかし、上記固定化触媒法は、触媒活性の低下などの問題が伴い、液相で行われている通
常の有機合成反応の全てに適用できるわけではない。そこで、液相での反応効率が向上し
、反応混合物の後処理が簡略化され、触媒の回収及び再利用を容易にする技術の開発が望
まれていた。
【０００３】
最近、パーフルオルメチルシクロヘキサン等のフッ素化炭化水素とトルエン等の非フッ素
化炭化水素の反応媒体、及びパーフルオロアルキル基又はフッ素多置換アルキル基含有の
第VIII族金属錯体等の触媒からなる反応方法が、米国特許第５，４６３，０８２号明細書
に開示されている。この反応方法における反応系は、生成物が非フッ素化炭化水素相に、
触媒がフッ素化炭化水素相に溶解して、生成物と触媒が相分離することから、触媒のリサ
イクル使用が可能である。しかしながら、該反応方法において、フッ素化炭化水素に溶解
する触媒を用いることが必要であることから、使用可能な触媒が限定され、かつ例示され
ている反応種が分子状酸素による酸化反応及びヒドロホルミル化反応と極めて限られてい
る。
以上のように、ルイス酸を触媒とする液相での反応効率が向上すると共に、反応生成物の
回収が簡便であり、かつ触媒の回収及び再利用を容易におこなうことができる反応系の開
発が望まれている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、ルイス酸触媒を用いて液相反応を行うに際し、反応効率の向上と触媒の回収、
再使用を容易にすることを可能にする混合媒体を含むルイス酸触媒組成物、及び該ルイス
酸触媒組成物を用いる反応方法を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記の課題を解決するために、反応系を構成する原料化合物、ルイス酸触
媒、反応媒体及び反応生成物相互の溶解性について鋭意検討を重ねてきた。その結果、ル
イス酸触媒として活性の高いパーフルオロアルキルスルホン酸の希土類塩、ビス（パーフ
ルオロアルキルスルホニル）イミドの希土類塩、トリス（パーフルオロアルキルスルホニ
ル）メチドの希土類塩を用い、それにパーフルオロ脂肪族炭化水素と、酸触媒反応に慣用
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の原料化合物及びその反応生成物を一般に溶解する炭化水素及び／又はフッ素を除くハロ
ゲン元素で置換された炭化水素とを組み合わせた混合媒体からなるルイス酸触媒組成物は
、それに反応原料化合物を加えて反応系を形成した時、驚くべきことに、液相中での触媒
活性が高く、反応終了後には反応混合物が触媒相と反応生成物相に分離することを見出し
、本発明を完成するに至った。
【０００６】
　すなわち、本発明は、
　１．全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）と、脂肪族炭化水素、フッ素を除くハロゲン
化脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素及びフッ素を除くハロゲン化芳香族炭化水素からなる
群より選ばれる少なくとも１種の非フッ素化炭化水素（Ｂ）とを有する混合媒体、並びに
 下記（１）、（２）、（３）式で示されるルイス酸触媒から選ばれる少なくとも１種の
化合物からなるルイス酸触媒組成物、
（Ｒｆ１ＳＯ3）n1Ｍ１　　　　　　　（１）
［（Ｒｆ２ＳＯ2）2Ｎ］n2Ｍ２　　　　（２）
［（Ｒｆ３ＳＯ2）3Ｃ］n3Ｍ３　　　　（３）
（式中、Ｒｆ１、Ｒｆ２、Ｒｆ３は炭素数２以上のパーフルオロアルキル基を示し、Ｍ１
、Ｍ２、Ｍ３は希土類元素を示し、ｎ１、ｎ２、ｎ３は、各々Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の原子価
に等しい整数値を示す。）
　２．更に、少なくとも１種の求核性試薬を包含することを特徴とする上記１のルイス酸
触媒組成物、
　３．下記（１）、（２）、（３）式で示される少なくとも１種の化合物のルイス酸触媒
を用いる反応において、全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）と、脂肪族炭化水素、フッ
素を除くハロゲン化脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素及びフッ素を除くハロゲン化芳香族
炭化水素からなる群より選ばれる少なくとも１種の非フッ素化炭化水素（Ｂ）とを有する
混合媒体を用いることを特徴とする反応方法、
（Ｒｆ１ＳＯ3）n1Ｍ１　　　　　　　（１）
［（Ｒｆ２ＳＯ2）2Ｎ］n2Ｍ２　　　　（２）
［（Ｒｆ３ＳＯ2）3Ｃ］n3Ｍ３　　　　（３）
（Ｒｆ１、Ｒｆ２、Ｒｆ３は炭素数２以上のパーフルオロアルキル基を示し、Ｍ１、Ｍ２
、Ｍ３は希土類元素を示し、ｎ１、ｎ２、ｎ３は、各々Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の原子価に等し
い整数値を示す。）
である。
【０００７】
　以下、本発明を詳細に説明する。
　本発明で触媒として用いられるパーフルオロアルキルスルホン酸の希土類塩、ビス（パ
ーフルオロアルキルスルホニル）イミドの希土類塩、トリス（パーフルオロアルキルスル
ホニル）メチドの希土類塩は、それぞれ下記（１）、（２）、（３）式で示されるもので
ある。
（Ｒｆ１ＳＯ3）n1Ｍ１　　　　　　　（１）
［（Ｒｆ２ＳＯ2）2Ｎ］n2Ｍ２　　　　（２）
［（Ｒｆ３ＳＯ2）3Ｃ］n3Ｍ３　　　　（３）
（Ｒｆ１、Ｒｆ２、Ｒｆ３は炭素数２以上のパーフルオロアルキル基を示し、Ｍ１、Ｍ２
、Ｍ３は希土類元素を示し、ｎ１、ｎ２、ｎ３は、各々Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３の原子価に等し
い整数値を示す。）
　式中、Ｒｆ１、Ｒｆ２、Ｒｆ３は炭素数２以上のパーフルオロアルキル基を示すが、好
ましくは炭素数４～２０のパーフルオロアルキル基であり、さらに好ましくは炭素数８～
２０のパーフルオロアルキル基である。炭素数２以上のパーフルオロアルキル基としては
、例えばパーフルオロエチル基、パーフルオロプルピル基、パーフルオロブチル基、パー
フルオロペンチル基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロヘプチル基、パーフルオロ
オクチル基、パーフルオロノニル基、パーフルオロデシル基、パーフルオロドデシル基、
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パーフルオロウンデシル基、パーフルオロヘキサデシル基、パーフルオロオクタデシル基
等が挙げられる。
【０００８】
また、Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３は希土類元素を示し、ランタン系列元素、スカンジウムおよびイ
ットリウム等が挙げられる。
本発明のルイス酸触媒組成物に包含されるルイス酸触媒は、塩化アルミニウム、四塩化チ
タン及び三フッ化ホウ素などの従来のルイス酸に比べて水に安定であり、且つ高活性であ
る。本発明においては、反応活性の点から式（２）、（３）で表される化合物が好ましい
。
【０００９】
次に本発明で用いられる混合媒体は、全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）と、脂肪族炭
化水素、フッ素を除くハロゲン化脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素及びフッ素を除くハロ
ゲン化芳香族炭化水素からなる群より選ばれる少なくとも１種の非フッ素化炭化水素（Ｂ
）とを用いる。
本発明で使用するルイス酸触媒は、極性部を有する特異な金属錯体であるため、触媒単独
では全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）には溶解しない。しかしながら全フッ素置換型
脂肪族炭化水素（Ａ）と共に非フッ素化炭化水素（Ｂ）と、少なくとも１種の求核性試薬
を原料化合物として存在下させると、ルイス酸触媒は、全フッ素置換型脂肪族炭化水素（
Ａ）に溶解する。このようなルイス酸触媒組成物を用いて反応をおこなうと、触媒は溶解
しているため、従来の液相と同様の反応効率が達成される。更に、本発明の触媒組成物を
用いて反応をおこなうと、反応混合物を反応後に室温で静置しておくだけで触媒と生成物
とが異なる相、即ち、触媒が全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）からなる下相に、生成
物は非フッ素化炭化水素（Ｂ）からなる上相に分離するため、触媒の分離、回収および再
利用が容易である。
【００１０】
成分（Ａ）である全フッ素置換型脂肪族炭化水素としては、室温で液状であれば特に限定
は無い。好ましくは、炭素数６～１０の直鎖化合物、分岐状化合物もしくは環式化合物が
用いられる。例えば、パーフルオロヘキサン、パーフルオロヘプタン、パーフルオロオク
タン、パーフルオロノナン、パーフルオロシクロヘキサン、パーフルオロメチルシクロヘ
キサン等をあげることができる。これらの化合物は、単独で用いても、混合して用いても
よい。
【００１１】
成分（Ｂ）である非フッ素化炭化水素は室温で液状であり、且つ、使用する全フッ素置換
型脂肪族炭化水素（Ａ）と相分離する非フッ素化炭化水素であれば、特に限定されるもの
ではない。
非フッ素化炭化水素（Ｂ）として用いる脂肪族炭化水素としては、炭素数５～２０、一般
に５～１６の脂肪族炭化水素が用いられるが、好ましくは炭素数７以上、更に好ましくは
炭素数８～１６の直鎖状化合物もしくは分岐状化合物、又は炭素数５～１６の環式化合物
が用いられる。例えば、ｎ－ヘプタン、ｎ－オクタン、ｎ－ノナン、ｎ－デカン、ｎ－ド
デカン、ｎヘキサデカン、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン等を
挙げることができる。
【００１２】
非フッ素化炭化水素（Ｂ）として用いるハロゲン化脂肪族炭化水素としては、室温で液状
であれば、炭素数およびハロゲンの置換数には特に限定はないが、好ましくは炭素数１～
１０のハロゲン化脂肪族炭化水素が用いられる。例えば、ジクロロメタン、ジクロロエタ
ン、ジブロムエタン等が挙げられる。
非フッ素化炭化水素（Ｂ）として用いる芳香族炭化水素としては、好ましくは炭素数６～
１５の芳香族炭化水素が用いられる。例えば、ベンゼン、トルエン、ｏ－キシレン、ｍ－
キシレン、ｐ－キシレン、エチルベンゼンのアルキル基置換ベンゼン等を挙げることがで
きる。
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【００１３】
非フッ素化炭化水素（Ｂ）として用いるハロゲン化芳香族炭化水素としては、ハロゲンの
置換数に特に限定はないが、好ましくは炭素数６～１０のハロゲン化芳香族炭化水素が用
いられる。例えば、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、ブロモベンゼン、クロロトルエ
ン等を挙げることができる。
非フッ素化炭化水素（Ｂ）としては、上記のような化合物を単独、又は混合して用いるこ
とができる。
【００１４】
使用する混合媒体の成分の種類により異なるが、全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）と
非フッ素化炭化水素（Ｂ）は各々少なくとも混合媒体全体積に対し、５体積％以上、好ま
しくは１０体積％以上、更に好ましくは３０体積％以上を含有することが望ましい。混合
媒体において、一方の成分が極端に少ない場合には相分離が困難となり、さらに全フッ素
置換型脂肪族炭化水素（Ａ）が５体積％未満の場合には、触媒の溶解性が悪くなり、非フ
ッ化炭化水素（Ｂ）が５体積％未満の場合には、原料化合物の溶解性が悪くなる。
全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）と非フッ化炭化水素（Ｂ）からなる混合媒体、及び
上記（１）、（２）、（３）式で示されるルイス酸触媒の少なくとも1種の化合物からな
るルイス酸触媒組成物は、下記で説明するルイス酸を触媒として利用する通常の有機反応
に適用できる。
【００１５】
全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）と非フッ化炭化水素（Ｂ）は互いに非相溶性である
ことから相分離し、８０℃程度まで加熱しても反応系は不均一である。反応後に反応混合
物を室温で静置すると、一般に、非フッ化炭化水素（Ｂ）が上相を形成し、全フッ素置換
型脂肪族炭化水素（Ａ）が下相を形成する。反応生成物は上相から回収することができ、
また、ルイス酸触媒はほぼ完全に下相に含まれるので、下相を回収して触媒を再利用する
ことが可能となる。原料化合物が、過酸化水素水やホルマリン水溶液などのように水を含
む場合には全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）と非フッ化炭化水素（Ｂ）及び水相の３
相からなることになり、一般には触媒を含む全フッ素置換型脂肪族炭化水素（Ａ）が最下
相であり、その上に水溶性の原料化合物を含む水相と非水溶性の原料化合物を含む非フッ
化炭化水素（Ｂ）相とが存在する。水相と非フッ化炭化水素（Ｂ）相の位置は使用する混
合媒体、原料化合物や反応種などにより、異なる。このような反応系においても、反応生
成物は、上相から回収することができ、また、ルイス酸触媒はほぼ完全に下相に含まれる
ので、下相を回収して触媒を再利用することが可能となる。
【００１６】
ルイス酸触媒反応の原料化合物として用いられる求核性試薬とは、ルイス酸の陽イオン元
素と親和性を有し、配位を形成する化合物をいう。このような求核性試薬として、例えば
、酸素、窒素等の元素を有する化合物が挙げられる。具体的にはケトン、アルデヒド、ニ
トリル、ケテン、酸無水物、酸ハロゲン化物、エステル、チオエステル、ラクトン、エー
テル、アルコール、フェノール、カルボン酸、ニトロ化合物等の化合物群である。その他
、ルイス酸の陽イオン元素と親和性があり、配位できる求核性のオレフィン等の不飽和炭
化水素類を挙げることもできる。
【００１７】
ルイス酸を触媒とする反応は広範にわたり、本発明のルイス酸触媒組成物は、例えば、デ
ィールス－アルダー反応、マイケル反応、フリーデル－クラフト反応、シッフ塩基の合成
、フリース転位、ベンゼン核のメチロール化反応、Ｍｅｅｒｗｅｉｎ－Ｐｏｎｎｄｏｒｆ
－Ｖｅｒｌｅｙ還元、アルドール反応、エステル化反応、エステル交換反応、マンニッヒ
反応、過酸化水素、有機過酸化物又は分子状酸素による酸化反応、さらにはアルコールの
脱水反応、Ｏ－グリコシル化反応等が挙げら、オレフィン類の重合反応等への応用も可能
である。従来のルイス酸触媒と比較して、過酸化水素やホルムアルデヒドのように水溶液
の反応原料でも使用でき、緩和な反応条件下、例えばより少量の触媒でかつより低温で反
応が進行し、反応の選択率および収率が向上するという利点がある。
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【００１８】
本発明のルイス酸触媒組成物を反応に用いる際には、希土類塩のルイス酸触媒の量が、反
応基質に対して ０．０００１倍モルから１０倍モルを使用することができる。好ましく
は０．００１倍モルから１倍モルとなるように使用することができる。
また、本発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応をおこなう際の反応温度は、通常、２０
０℃以下が多用される。好ましくは－１０℃～１７０℃である。さらに好ましくは０℃～
１５０℃である。
【００１９】
本発明のルイス酸触媒組成物において、混合媒体の量は、ルイス酸触媒添加重量以上、好
ましくは２～１００，０００倍であり、さらに好ましくは２～１０，０００倍である。
反応時間は、使用するルイス酸の反応基質に対する添加量および反応温度により異なるが
、数分間から７２時間が好ましい。
本発明で用いられる上記ルイス酸触媒は、次ぎのようにして製造することができる。式（
１）で表されるパーフルオロアルキルスルホン酸の希土類塩は、例えば、パーフルオロア
ルキルスルホン酸と該当する希土類金属の炭酸塩、酸化物、水酸化物、酢酸塩から選ばれ
る化合物とを、水溶液中、有機溶媒中または水と有機溶媒との混合系中で室温～１００℃
の温度範囲で反応させる。その後、水及び／又は有機溶媒を加熱あるいは減圧下留去し、
合成することができる。
【００２０】
式（２）で表されるビス（パーフルオロアルキルスルホニル）イミドの希土類塩は、例え
ば、ビス（パーフルオロアルキルスルホニル）イミドと該当する希土類金属の炭酸塩、酸
化物、水酸化物、酢酸塩から選ばれる化合物とを、水溶液中、有機溶媒中または水と有機
溶媒との混合系中で室温～１００℃の温度範囲で反応させる。その後、水及び／又は有機
溶媒を加熱あるいは減圧下留去し、合成することができる。
【００２１】
式（３）で表されるトリス（パーフルオロアルキルスルホニル）メチドの希土類塩は、先
に出願した特願平１１－２１６０３号に記載の方法で製造することができる。一般的には
トリス（パーフルオロアキルスルホニル）メチドと、該当する希土類金属の炭酸塩、酸化
物、水酸化物、酢酸塩から選ばれる化合物とを、水溶液中、有機溶媒中または水と有機溶
媒との混合系中で室温～１００℃の温度範囲で反応させ、その後、水及び／又は有機溶媒
を加熱あるいは減圧下留去し、合成することができる。トリス（パーフルオロアキルスル
ホニル）メチドの合成は米国特許第５５５４６６４号明細書に記載の方法に従って行うこ
とができ、例えば、メチルマグネシウムクロライドのテトラヒドロフラン溶液にパーフル
オロアルキルスルホニルフルオライドを添加し、反応させる。その後、硫酸で処理し、次
に炭酸セシウムでセシウム塩として単離する。このセシウム塩を硫酸で処理し、プロトン
酸とすることにより得られる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。
【００２３】
【合成例１】
＜パーフルオロオクタンスルホン酸のイッテリビウム塩の合成＞
パーフルオロオクタンスルホン酸５ｇを、水１０ｍｌとアセトニトリル１０ｍｌの混合溶
媒に溶解させた溶液に、炭酸イッテリビウム１．１ｇを添加し、２０℃で５時間反応させ
た。さらに５０℃で１時間反応させ、室温下、沈殿物を濾別した。濾液を５０℃、１～１
０ｍｍＨｇで減圧濃縮乾燥した後、さらに９０℃、０．０１ｍｍＨｇで２４時間乾燥した
。白色固体のパーフルオロオクタンスルホン酸のイッテリビウム塩５．２ｇを得た。
【００２４】
【合成例２】
＜ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミドの希土類塩の合成＞
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ビストリメチルシリルアミドナトリウム塩とパーフルオロオクタンスルホニルフルオライ
ドより合成したビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド５ｇを水１０ｍｌとアセ
トニトリル１５ｍｌの混合溶媒に溶解させた溶液に、炭酸イッテリビウム０．５５ｇを添
加し、２０℃で５時間反応させた。さらに５０℃で１時間反応させ、室温下、沈殿物を濾
別した。濾液を５０℃、１～１０ｍｍＨｇで減圧濃縮乾燥した後、さらに９０℃、０．０
１ｍｍＨｇで２４時間乾燥した。白色固体のビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イ
ミドのイッテリビウム塩４．８ｇを得た。ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミ
ドのスカンジウム塩の場合は酢酸スカンジウムを、ランタン塩、イットリウム塩の場合は
各々炭酸ランタン、炭酸イットリウムを使用し、イッテリビウム塩と同様に合成した。
【００２５】
【合成例３】
＜トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチドの希土類塩の合成＞
トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド５．０ｇを水１０ｍｌとアセトニトリ
ル１０ｍｌの溶液に加え、撹拌しながら酢酸スカンジウム０．２５ｇを添加した。２０℃
で５時間反応させた後、５０℃で１時間さらに反応させた。この溶液を５０℃、１～１０
ｍｍＨｇで減圧濃縮乾燥した後、さらに９０℃、０．０１ｍｍＨｇで２４時間乾燥した。
白色固体のトリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチドのスカンジウム塩４．７ｇ
を得た。トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチドのイッテリビウム塩は炭酸イ
ッテリビウムを使用して、スカンジウム塩と同様に合成した。
【００２６】
【実施例１】
パーフルオロメチルシクロヘキサン４ｍｌ、ジクロロエタン４ｍｌからなる混合媒体に、
ルイス酸触媒としてトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテリ
ビウム塩を２，３－ジメチルブタジエンに対して５ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒組成
物を得た。ルイス酸触媒組成物に２，３－ジメチルブタジエン２２４μｌ、メチルビニル
ケトン２４８μｌを加え、２５℃で撹拌しながら１０時間反応を行った。静置すると反応
液は２相に分離した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下相を合わ
せた５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンの収率は８６％であった
。５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンは上相に９８％、下相に２
％ 存在していた。さらにトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド ］イ
ッテリビウム塩のイッテリビウムの存在比はプラズマ発光分析の結果、９９％以上が下相
に存在していることが明らかになった。本発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応を行う
と、生成物と触媒との分離が容易であることがわかった。
【００２７】
【実施例２】
パーフルオロメチルシクロヘキサン４ｍｌ、ジクロロエタン４ｍｌの混合媒体に２，３－
ジメチルブタジエン２２４μｌ、メチルビニルケトン２４８μｌを加えた。得られた混合
物に、ルイス酸触媒としてトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イ
ッテリビウム塩を２，３－ジメチルブタジエンに対して５ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触
媒組成物を得た。得られたルイス酸触媒組成物を２５℃で撹拌しながら１０時間反応を行
った。静置すると反応液は２相に分離した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析
し、上相と下相を合わせた５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンの
収率は８６％であった。５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンは上
相に９８％、下相に２％ 存在していた。さらにトリス［ビス（パーフルオロオクタンス
ルホニル）イミド ］イッテリビウム塩のイッテリビウムの存在比はプラズマ発光分析の
結果、９９％以上が下相に存在していることが明らかになった。本発明のルイス酸触媒組
成物を用いて反応を行うと、生成物と触媒との分離が容易であることがわかった。
【００２８】
【実施例３】
パーフルオロメチルシクロヘキサン３ｍｌ、ジクロロメタン５ｍｌの混合媒体に２，３－
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ジメチルブタジエン２２４μｌ、メチルビニルケトン２４８μｌを加えた。得られた混合
物に、ルイス酸触媒としてトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］ス
カンジウム塩を２，３－ジメチルブタジエンに対して３ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒
組成物を得た。得られたルイス酸触媒組成物を２５℃で撹拌しながら８時間反応を行った
。静置すると反応液は２相に分離した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、
上相と下相を合わせた５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンの収率
は８８％であった。５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンは上相に
９９％、下相に１％ 存在していた。さらにトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホ
ニル）イミド ］スカンジウム塩のスカンジウムの存在比はプラズマ発光分析の結果、９
９％以上が下相に存在していることが明らかになった。本発明のルイス酸触媒組成物を用
いて反応を行うと、生成物と触媒との分離が容易であることがわかった。
【００２９】
【実施例４】
パーフルオロヘキサン４ｍｌ、トルエン５ｍｌの混合媒体に２，３－ジメチルブタジエン
２２４μｌ、メチルビニルケトン２４８μｌを加えた。得られた混合物に、ルイス酸触媒
としてトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］ランタン塩を２，３－
ジメチルブタジエンに対して６ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒組成物を得た。得られた
ルイス酸触媒組成物を２５℃で撹拌しながら１１時間反応を行った。静置すると反応液は
２相に分離した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下相を合わせた
５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンの収率は８６％であった。５
－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンは上相に９９％、下相に１％ 
存在していた。さらにトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド ］ラン
タン塩のランタンの存在比はプラズマ発光分析の結果、９９％以上が下相に存在している
ことが明らかになった。本発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応を行うと、生成物と触
媒との分離が容易であることがわかった。
【００３０】
【実施例５】
パーフロロメチルシクロヘキサン４ｍｌ、クロロベンゼン8ｍｌの混合媒体にアニソール
２１６ｍｇ、無水酢酸４１０ｍｇを加えた。得られた混合物に、ルイス酸触媒としてトリ
ス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテリビウム塩をアニソールに
対して１０ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒組成物を得た。得られたルイス酸触媒組成物
を７０℃で撹拌しながら７時間反応を行った。静置すると反応液は２相に分離した。反応
生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下相を合わせたｐ－メトキシアセトフ
ェノンの収率は７８％であった。ｐ－メトキシアセトフェノンは上相に９８％、下相に２
％ 存在していた。さらにトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド ］イ
ッテリビウム塩のイッテリビウムの存在比はプラズマ発光分析の結果、９９％以上が下相
に存在していることが明らかになった。本発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応を行う
と、生成物と触媒との分離が容易であることがわかった。
【００３１】
【実施例６】
パーフロロメチルシクロヘキサン５ｍｌ、クロルベンゼン８ｍｌの混合媒体にアニソール
２１６ｍｇ、無水酢酸４１０ｍｇを加えた。得られた混合物に、ルイス酸触媒としてトリ
ス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］スカンジウム塩をアニソールに対
して７ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒組成物を得た。得られたルイス酸触媒組成物を７
０℃で撹拌しながら５時間反応を行った。静置すると反応液は２相に分離した。反応生成
物はガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下相を合わせたｐ－メトキシアセトフェノ
ンの収率は７７％であった。ｐ－メトキシアセトフェノンは上相に９８％、下相に２％ 
存在していた。さらにトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド ］スカ
ンジウム塩のスカンジウムの存在比はプラズマ発光分析の結果、９９％以上が下相に存在
していることが明らかになった。本発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応を行うと、生
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成物と触媒との分離が容易であることがわかった。
【００３２】
【実施例７】
パーフロロメチルシクロヘキサン４ｍｌ、トルエン６ｍｌの混合媒体にシクロヘキサノー
ル２０４ｍｇ、無水酢酸２３２ｍｇを加えた。得られた混合物にルイス酸触媒としてトリ
ス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イットリウム塩をシクロヘキサノ
ールに対して１ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒組成物を得た。得られたルイス酸触媒組
成物を２５℃で撹拌しながら３０分反応を行った。静置すると反応液は２相に分離した。
反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下相を合わせた酢酸シクロヘキシ
ルエステルの収率は９８％であった。酢酸シクロヘキシルエステルは上相に９９％、下相
に１％ 存在していた。さらにトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド
］イットリウム塩のイットリウムの存在比はプラズマ発光分析の結果、９９％以上が下相
に存在していることが明らかになった。本発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応を行う
と、生成物と触媒との分離が容易であることがわかった。
【００３３】
【実施例８】
パーフロロヘキサン６ｍｌ、トルエン６ｍｌの混合媒体にシクロヘキサノール２０４ｍｇ
、無水酢酸２３２ｍｇを加えた。得られた混合物に、ルイス酸触媒としてトリス（パーフ
ルオロオクタンスルホン酸）イッテリビウム塩をシクロヘキサノールに対して３ｍｏｌ％
を添加し、ルイス酸触媒組成物を得た。得られたルイス酸触媒組成物を２５℃で撹拌しな
がら３０分反応を行った。静置すると反応液は２相に分離した。反応生成物はガスクロマ
トグラフィーで分析し、上相と下相を合わせた酢酸シクロヘキシルエステルの収率は９７
％であった。酢酸シクロヘキシルエステルは上相に９９％、下相に１％存在していた。さ
らにトリス（パーフルオロオクタンスルホン酸）イッテリビウム塩のイッテリビウムの存
在比はプラズマ発光分析の結果、９９％以上が下相に存在していることが明らかになった
。本発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応を行うと、生成物と触媒との分離が容易であ
ることがわかった。
【００３４】
【実施例９】
パーフロロオクタン３ｍｌ、トルエン４ｍｌの混合媒体にベンズアルデヒド８１ｍｇ、メ
チルトリメチルシリルジメチルケテンアセタール１６５ｍｇを加えた。得られた混合物に
、ルイス酸触媒としてトリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］イッ
テリビウム塩をベンズアルデヒドに対して１ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒組成物を得
た。得られたルイス酸触媒組成物を４０℃で撹拌しながら１５分間反応を行った。静置す
ると反応液は２相に分離した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下
相を合わせた３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルブロピオン
酸メチルの収率は８３％であった。３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３
－フェニルブロピオン酸メチルは上相に９９％、下相に１％存在していた。さらにトリス
［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］イッテリビウム塩のイッテリビウ
ムの存在比はプラズマ発光分析の結果、９９％以上が下相に存在していることが明らかに
なった。本発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応を行うと、生成物と触媒との分離が容
易であることがわかった。
【００３５】
【実施例１０】
パーフルオロヘキサン２ｍｌ、トルエン４ｍｌの混合媒体にベンズアルデヒド８１ｍｇ、
メチルトリメチルシリルジメチルケテンアセタール１６５ｍｇを加えた。さらにこの溶液
中にトリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］スカンジウム塩をベン
ズアルデヒドに対して０．５ｍｏｌ％を添加し、４０℃で撹拌しながら１０分間反応を行
った。静置すると反応液は２相に分離した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析
し、上相と下相を合わせた３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニ
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ルブロピオン酸メチルの収率は８６％であった。３－トリメチルシリルオキシ－２，２－
ジメチル－３－フェニルブロピオン酸メチルは上相に９９％、下相に１％存在していた。
さらにトリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］スカンジウム塩のス
カンジウムの存在比はプラズマ発光分析の結果、９９％以上が下相に存在していることが
明らかになった。本発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応を行うと、生成物と触媒との
分離が容易であることがわかった。
【００３６】
【実施例１１】
パーフルオロヘキサン４ｍｌ、ジクロロメタン４ｍｌの混合媒体にベンズアルデヒド８１
ｍｇ、メチルトリメチルシリルジメチルケテンアセタール１６５ｍｇを加えた。得られた
混合物にルイス酸触媒としてトリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド
］ランタン塩をベンズアルデヒドに対して１ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒組成物を得
た。得られたルイス酸触媒組成物を４０℃で撹拌しながら１０分間反応を行った。静置す
ると反応液は２相に分離した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下
相を合わせた３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルブロピオン
酸メチルの収率は８２％であった。３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３
－フェニルブロピオン酸メチルは上相に９９％、下相に１％ 存在していた。さらにトリ
ス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］ランタン塩のランタンの存在比
はプラズマ発光分析の結果、９９％以上が下相に存在していることが明らかになった。本
発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応を行うと、生成物と触媒との分離が容易であるこ
とがわかった。
【００３７】
【実施例１２】
パーフルオロヘキサン４ｍｌ、ジクロロメタン４ｍｌの混合媒体に、ルイス酸触媒として
トリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］ランタン塩をベンズアルデ
ヒドに対して１ｍｏｌ％を添加してルイス酸触媒組成物を得た。ルイス酸触媒組成物に、
ベンズアルデヒド８１ｍｇ、メチルトリメチルシリルジメチルケテンアセタール１６５ｍ
ｇを加え、４０℃で撹拌しながら１０分間反応を行った。静置すると反応液は２相に分離
した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下相を合わせた３－トリメ
チルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルブロピオン酸メチルの収率は８２％
であった。３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルブロピオン酸
メチルは上相に９９％、下相に１％ 存在していた。さらにトリス［トリス（パーフルオ
ロオクタンスルホニル）メチド］ランタン塩のランタンの存在比はプラズマ発光分析の結
果、９９％以上が下相に存在していることが明らかになった。本発明のルイス酸触媒組成
物を用いて反応を行うと、生成物と触媒との分離が容易であることがわかった。
【００３８】
【実施例１３】
パーフルオロヘキサン３ｍｌ、ジクロロメタン４ｍｌの混合媒体にベンズアルデヒド８１
ｍｇ、メチルトリメチルシリルジメチルケテンアセタール１６５ｍｇを加えた。得られた
混合物にルイス酸触媒としてトリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド
］イットリム塩をベンズアルデヒドに対して３ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒組成物を
得た。得られたルイス酸触媒組成物を４０℃で撹拌しながら１０分間反応を行った。静置
すると反応液は２相に分離した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、上相と
下相を合わせた３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－３－フェニルブロピオ
ン酸メチルの収率は７８％であった。３－トリメチルシリルオキシ－２，２－ジメチル－
３－フェニルブロピオン酸メチルは上相に９８％、下相に２％存在していた。さらにトリ
ス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］イットリウム塩のイットリウム
の存在比はプラズマ発光分析の結果、９９％以上が下相に存在していることが明らかにな
った。本発明のルイス酸触媒組成物を用いて反応を行うと、生成物と触媒との分離が容易
であることがわかった。
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【００３９】
【実施例１４】
パーフロロメチルシクロヘキサン４ｍｌ、クロロベンゼン７ｍｌの混合媒体にアニソール
２１６ｍｇ、無水酢酸４１０ｍｇを加えた。得られた混合物にルイス酸としてトリス［ビ
ス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテリビウム塩をアニソールに対して
１０ｍｏｌ％を添加しルイス酸触媒組成物を得た。得られたルイス酸触媒組成物を７０℃
で撹拌しながら７時間反応を行った。静置すると反応液は２相に分離した。反応生成物は
ガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下相を合わせたｐ－メトキシアセトフェノンの
収率は７７％であった。反応終了後、上相を抜き取り、クロロベンゼン７ｍｌ、アニソー
ル２１６ｍｇ、無水酢酸４１０ｍｇを加えて、７０℃で撹拌しながら７時間反応を行った
。上相と下相を合わせたｐ－メトキシアセトフェノンの収率は８１％であった。同様の操
作を２回繰り返しおこなった。各々のｐ－メトキシアセトフェノンの収率は８３％と８３
％、であった。
【００４０】
【実施例１５】
パーフロロメチルシクロヘキサン６ｍｌ、ジクロロエタン６ｍｌの混合媒体にアニソール
２１６ｍｇ、無水酢酸４８０ｍｇを加えた。得られた混合物にルイス酸としてトリス［ト
リス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］スカンジウム塩をアニソールに対して
１０ｍｏｌ％を添加しルイス酸触媒組成物を得た。得られたルイス酸触媒組成物を７０℃
で撹拌しながら６時間反応を行った。静置すると反応液は２相に分離した。反応生成物は
ガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下相を合わせたｐ－メトキシアセトフェノンの
収率は９５％であった。反応終了後、上相を抜き取り、ジクロロエタン６ｍｌ、アニソー
ル２１６ｍｇ、無水酢酸４８０ｍｇを加えて、７０℃で撹拌しながら７時間反応を行った
。上相と下相を合わせたｐ－メトキシアセトフェノンの収率は９５％であった。
【００４１】
【実施例１５】
パーフロロメチルシクロヘキサン４ｍｌ、トルエン４ｍｌの混合媒体にシクロヘキサノー
ル２０４ｍｇ、無水酢酸２３２ｍｇを加えた。得られた混合物にルイス酸としてトリス［
ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテリビウム塩をシクロヘキサノー
ルに対して１ｍｏｌ％を添加しルイス酸触媒組成物を得た。得られたルイス酸触媒組成物
を、２５℃で撹拌しながら１５分反応を行った。静置すると反応液は２相に分離した。反
応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、上相と下相を合わせた酢酸シクロヘキシル
エステルの収率は９８％であった。反応終了後、上相を抜き取り、トルエン４ｍｌ、シク
ロヘキサノール２０４ｍｇ、無水酢酸２３２ｍｇを加えて、２５℃で撹拌しながら１５反
応を行った。上相と下相を合わせた酢酸シクロヘキシルエステルの収率は９９％であった
。同様の操作を更に４回繰り返しおこなった。それぞれの反応によって得られた酢酸シク
ロヘキシルエステルの収率は９９％、１００％、９９％、及び１００％であった。
【００４２】
【実施例１６】
パーフルオロメチルシクロヘキサン４ｍｌ、シクロヘキサン４ｍｌの混合媒体に２，３－
ジメチルブタジエン２２４μｌ、メチルビニルケトン２４８μｌを加えた。得られた混合
物にルイス酸触媒としてトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッ
テリビウム塩を２，３－ジメチルブタジエンに対して５ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒
組成物を得た。得られたルイス酸触媒組成物は２５℃で撹拌しながら１３時間反応を行っ
た。静置すると反応液は２相に分離した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し
、上相と下相を合わせた５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンの収
率は８７％であった。５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンは上相
に９８％、下相に２％ 存在していた。さらにトリス［ビス（パーフルオロオクタンスル
ホニル）イミド ］イッテリビウム塩のイッテリビウムの存在比はプラズマ発光分析の結
果、９９％以上が下相に存在していることが明らかになった。本発明のルイス酸触媒組成
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物を用いて反応を行うと、生成物と触媒との分離が容易であることがわかった。
【００４３】
【実施例１７】
パーフルオロメチルシクロヘキサン３ｍｌ、ｎ－デカン３ｍｌの混合媒体に２，３－ジメ
チルブタジエン２２４μｌ、メチルビニルケトン２４８μｌを加えた。得られた混合物に
、ルイス酸触媒としてトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］スカン
ジウム塩を２，３－ジメチルブタジエンに対して３ｍｏｌ％を添加し、ルイス酸触媒組成
物を得た。得られたルイス酸触媒組成物を２５℃で撹拌しながら１０時間反応を行った。
静置すると反応液は２相に分離した。反応生成物はガスクロマトグラフィーで分析し、上
相と下相を合わせた５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンの収率は
８８％であった。５－アセチル－２，３－ジメチル－シクロヘキサ－２－エンは上相に９
９％、下相に１％ 存在していた。さらにトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニ
ル）イミド ］スカンジウム塩のスカンジウムの存在比はプラズマ発光分析の結果、９９
％以上が下相に存在していた。以上のことから反応後、生成物と触媒が２相に分離され、
触媒の回収が極めて容易となることが明らかになった。
【００４４】
【実施例１８】
パーフルオロメチルシクロヘキサン３ｍｌ、ジクロロエタン３ｍｌからなる混合媒体に、
２－アダマンタノン１５０ｍｇ、過酸化水素３０％水溶液６９０ｍｇを添加した。得られ
た混合物にルイス酸触媒としてトリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチ
ド］スカンジウム塩を２－アダマンタノンに対して３ｍｏｌ％を加え、ルイス酸触媒組成
物を得た。得られたルイス酸触媒組成物を２５℃で２０時間撹拌反応させた。反応終了後
、静置し、ジクロロエタン相の反応生成物をガスクロマトグラフィーにて分析した。２－
アダマンタノンのバイヤービリガー反応によるラクトン体の収率は５８％であった。さら
に、トリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］スカンジウム塩はパー
フルオロメチルシクロヘキサン相に９９％以上存在していることが明らかになった。
【００４５】
【実施例１９】
パーフルオロメチルシクロヘキサン２ｍｌ、ジクロロエタン２ｍｌからなる混合媒体に、
２－アダマンタノン１５０ｍｇ、過酸化水素１０％水溶液２ｍｌを中に添加した。得られ
た混合物にルイス酸触媒としてトリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチ
ド］スカンジウム塩を２－アダマンタノンに対して３ｍｏｌ％を加え、ルイス酸触媒組成
物を得た。得られたルイス酸触媒組成物を２５℃で２５時間撹拌反応させた。
【００４６】
反応終了後、静置し、ジクロロエタン相の反応生成物をガスクロマトグラフィーにて分析
した。２－アダマンタノンのバイヤービリガー反応によるラクトン体の収率は６０％であ
った。さらに、トリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］スカンジウ
ム塩を含有するパーフルオロメチルシクロヘキサン相を抜き取った溶液に、２－アダマン
タノン１５０ｍｇ、過酸化水素１０％水溶液２ｍｌを添加し、さらにはジクロロエタン２
ｍｌを加えて、上記と同じ条件下で反応をおこない、２－アダマンタノンのバイヤーピリ
ガー反応によるラクトン体の収率は５８％であった。同様の操作を３回繰り返しおこなっ
た。それぞれのラクトン体の収率は６０％、６１％、及び５９％であった。
【００４７】
【参考例１】
全フッ素置換型脂肪族炭化水素であるパーフルオロメチルシクロヘキサン８ｍｌにルイス
酸であるトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテルビウム塩６
２０ｍｇを添加し、２５℃で２時間撹拌した。トリス［ビス（パーフルオロオクタンスル
ホニル）イミド］イッテルビウム塩はパーフルオロメチルシクロヘキサンには溶解しなか
った。
【００４８】
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【参考例２】
全フッ素置換型脂肪族炭化水素であるパーフルオロメチルシクロヘキサン８ｍｌにルイス
酸であるトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテルビウム塩６
２０ｍｇと求核性試薬としてメチルビニルケトン４９６μlを添加し、２５℃で２時間撹
拌した。トリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテルビウム塩は
パーフルオロメチルシクロヘキサンに溶解しなかった。
【００４９】
【参考例３】
全フッ素置換型脂肪族炭化水素であるパーフルオロメチルシクロヘキサン８ｍｌにルイス
酸であるトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテルビウム塩６
２０ｍｇと求核性試薬としてメチルビニルケトン４９６μlを添加し、更に非フッ化炭化
水素であるジクロロエタン８ｍｌを加え、２５℃で２時間撹拌した。撹拌後の混合物を室
温で静置したところ、ジクロロエタンからなる上相とパーフルオロメチルシクロヘキサン
からなる下相の２相に分離した。上相と下相のプラズマ発光分析を行ったところ、トリス
［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテルビウム塩はパーフルオロメ
チルシクロヘキサンに溶解していた。
【００５０】
【参考例４】
全フッ素置換型脂肪族炭化水素であるパーフルオロメチルシクロヘキサン８ｍｌにルイス
酸であるトリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテルビウム塩６
２０ｍｇと求核性試薬としてメチルビニルケトン４９６μlを添加し、更に２，３－ジメ
チルブタジエン４４８μlと非フッ化炭化水素であるジクロロエタン８ｍｌを加え、２５
℃で２時間撹拌した。撹拌後の混合物を室温で静置したところ、ジクロロエタンからなる
上相とパーフルオロメチルシクロヘキサンからなる下相の２相に分離した。上相と下相の
プラズマ発光分析を行ったところ、トリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イ
ミド］イッテルビウム塩はパーフルオロメチルシクロヘキサンに溶解していた。
【００５１】
【参考例５～８】
トリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテルビウム塩のかわりに
トリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］イッテルビウム塩を用いて
参考例１～４と同様にルイス酸の溶解性を調べたところ、ルイス酸は、全フッ素置換型脂
肪族炭化水素、求核性試薬及び非フッ化炭化水素の存在下で初めて全フッ素置換型脂肪族
炭化水素に溶解した。
【００５２】
【参考例９～１２】
トリス［ビス（パーフルオロオクタンスルホニル）イミド］イッテルビウム塩のかわりに
トリス［トリス（パーフルオロオクタンスルホニル）メチド］スカンジウム塩を用いて参
考例１～４と同様にルイス酸の溶解性を調べたところ、ルイス酸は、全フッ素置換型脂肪
族炭化水素、求核性試薬及び非フッ化炭化水素の存在下で初めて全フッ素置換型脂肪族炭
化水素に溶解した。
【００５３】
【参考例１３～１６】
ジクロロエタンのかわりにトルエンを用いて参考例１～４と同様にルイス酸の溶解性を調
べたところ、ルイス酸は、全フッ素置換型脂肪族炭化水素、求核性試薬及び非フッ化炭化
水素の存在下で初めて全フッ素置換型脂肪族炭化水素に溶解した。
【００５４】
【参考例１７～２０】
ジクロロエタンのかわりにクロロベンゼンを用いて参考例１～４と同様にルイス酸の溶解
性を調べたところ、ルイス酸は、全フッ素置換型脂肪族炭化水素、求核性試薬及び非フッ
化炭化水素の存在下で初めて全フッ素置換型脂肪族炭化水素に溶解した。
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【００５５】
【参考例２１～２４】
求核性試薬としてメチルビニルケトンのかわりに無水酢酸を用いて参考例１～４と同様に
ルイス酸の溶解性を調べたところ、ルイス酸は、全フッ素置換型脂肪族炭化水素、求核性
試薬及び非フッ化炭化水素の存在下で初めて全フッ素置換型脂肪族炭化水素に溶解した。
【００５６】
【発明の効果】
本発明によって、高活性であるパーフルオロアルキルスルホン酸の希土類塩、ビス（パー
フルオロアルキルスルホニル）イミドの希土類塩、トリス（パーフルオロアルキルスルホ
ニル）メチドの希土類塩を触媒として用いる反応において、反応効率の向上が図れると共
に、触媒相と生成物相とに分離することから触媒の回収、再使用を容易にすることが可能
となった。
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